
プレスリリース

平成14年３月29日

農村振興局整備部

農業農村整備事業等補助事業の再評価結果の概要

平成１０年度より、農業農村整備事業及び農地海岸事業に係る補助事業の効率的

、 、な執行及び透明性の確保の観点から 事業採択後一定期間を経過した事業を対象に

事業主体が、地域の実情に応じて、自主的に再評価を実施しているところである。

今回は、平成１３年度に実施した再評価について、各農政局等を通じて事業主体

から報告を受けた結果を取りまとめて公表するものである。

なお、個別地区の見直し内容等については、各事業主体に問い合わせ願いたい。

（平成１4年３月29日現在）再 評 価 結 果 一 覧

平成１３年度

再評価実施地区数 ３６３地区

うち中止地区数 ４地区

休止地区数 ２地区

事業見直し地区数 ６地区

注：①「中止」とは、事業を完全に止めてしまうものをいう。

②「休止」とは、一旦事業を止めて、今後事業を完全に止めてしまう

のかあるいは事業内容を見直すのか等の検討を行うものをいう。

③「事業見直し」とは、ダム等の主要工種の廃止、規模縮小など計画

の根本的な見直しを行うものをいう。

問い合わせ先
農村振興局整備部水利整備課

課 長 田口 高士（４８７０）
担当者 五十嵐 淑典（４８８２）
ＴＥＬ ３５０２－８１１１（代表）

３５０１－３７４５（直通）



○中止地区

事 業 名 都道府県名 地 区 名 事業主体

防災ダム事業 三重県 尾呂志 三重県
お ろ し

農林漁業用揮発油税 和歌山県 九重 橋本市
くじゅう

財源身替農道整備事業 高野口町

長崎県 三重西部２期 長崎県
み え せ い ぶ

土地改良総合整備事業 高知県 八田 高知県
は た

○休止地区

事 業 名 都道府県名 地 区 名 事業主体

農林漁業用揮発油税 奈良県 大宇陀春日３期 奈良県
お お う だ か す が

財源身替農道整備事業

熊本県 宇土南部 熊本県
う と な ん ぶ

○事業見直し地区

事 業 名 都道府県名 地 区 名 事業主体

林野活用畜産環境総合 青森県 下北北部 青森県
し も き た ほ く ぶ

整備モデル事業

ほ場整備事業 埼玉県 種足野通川 埼玉県
たなだれやどおりかわ

草地畜産基盤整備事業 千葉県 印旛中央 千葉県農業
いんばちゅうおう

開発公社

広域営農団地農道整備 岐阜県 郡上南部 岐阜県
ぐ じ ょ う な ん ぶ

事業

一般農道整備事業 徳島県 平川内常政 徳島県
ひ ら ご う ち つ ね ま さ

農林漁業用揮発油税 徳島県 橘 徳島県
たちばな

財源身替農道整備事業



（参 考）

○中止地区

事 業 名 地 区 名 見直し内容

防災ダム事業 尾呂志 受益面積が減少するとともに、ダム軸、ダム形式等

のダム諸元の変更による事業費の増及び妥当投資額

の見直し等により、投資に見合う効果が期待できな

くなるため、ダム計画を中止する。

農林漁業用揮 九重 詳細な地質解析調査を実施した結果、残事業区間を

発油税財源身 施工する場合は、山腹掘削面の強度が低く、大規模

替農道整備事 な法面保護工法が必要となり、事業費が大幅に増嵩

業 することから、投資に見合う効果が期待できなくな

るため、事業を中止する。

三重西部 相続手続き未了により用地取得が困難な区間がほぼ

２期 全線にわたり存在していることから、事業の継続が

困難と判断し、事業を中止する。

土地改良総合 八田 一部受益者から事業に対する同意が得られず、地区

整備事業 内に散在する未同意者所有の農地を除いての区画整

理工の実施の目途が立たないことから、本事業は中

止とする。

○休止地区

事 業 名 地 区 名 見直し内容

農林漁業用揮 大宇陀春 用地交渉が難航し事業に着手できていない状況に

発油税財源身 日３期 あるが、事業の見直しの検討、地元調整等に一定

替農道整備事 期間を要することを考慮して、最終的に、平成１

業 ４年９月の県公共事業評価監視委員会に諮り判断

するものとし、それまでの間、事業を休止する。

宇土南部 始点部の補償問題及び終点部の地籍確定に時間を

要し、現在未着工であるが、始点部は、今後、路

線の見直しを含め再度検討を行い、終点部は、平

成１５年度には地籍が確定する見込みであること

から、それまでの間、事業を一時休止する。



○事業見直し地区

事 業 名 地 区 名 見直し内容

林野活用畜産 下北北部 畜産情勢の変化及び県の第三者委員会より草地造

環境総合整備 成等について環境に配慮した造成手法に見直しを

モデル事業 行うよう指摘されたことを受け、放牧地内に林地

を取り入れた高度放牧林地造成等に見直しを行

う。

ほ場整備事業 種足野通 非農用地区域に工業団地を造成することで事業を

川 進めてきたが、平成１３年１０月、県企業局が工

業団地の新規造成の凍結を表明したことから、工

業団地予定地を農地に変更する方向で計画を見直

し、計画が固まった時点で「県公共事業評価監視

委員会」に諮ることとする。

草地畜産基盤 印旛中央 都市化の進行に伴う農地と宅地が隣接している地

整備事業 域における営農と住環境の整合の問題や後継者の

問題等により、事業実施が困難となった箇所につ

いて事業見直し（規模縮小）を行った。

広域営農団地 郡上南部 事業採択後の路線測量や地質調査等に基づく詳細

、 （ 、 ）農道整備事業 設計を実施した結果 構造物 トンネル 橋梁等

の追加が生じることから、計画路線のうち１２．

５ｋｍの施工を取りやめ、今後改修予定の県道、

町道等を利用する計画に見直しを行う。

一般農道整備 平川内常 終点側の一部区間において、用地境界確定が困難

事業 政 であり、施工の目処が立たない区間があるため、

事業効果の早期発現を図る観点から、既設道等を

利用する路線計画に見直しを行う。

農林漁業用揮 橘 近隣において、県道バイパスの構想が打ち出され

発油税財源身 たことを受け、事業の効率的実施の観点から、こ

替農道整備事 れらの利用を見込み、計画路線の一部を取り止め

業 る計画に見直しを行う。


